
【お問い合せ】
鶴岡食文化創造都市推進協議会
魚のおいしいまち鶴岡キャンペーン事務局（鶴岡市農山漁村振興課内）電話 0235-35-0809

毎月３～7日を魚を食べよう！
※水産庁では「さかなの日」を制定し、魚の消費拡大に取り組んでいます。

庄内浜の水産加工品 が 毎月37名 に当たる!

街の魚屋さん で お買い物 をして

おいしい賞品 をもらおう!!

市内の魚屋さんで使える魚購入券 3,000円
※1,000円券×3枚組 ※使用期間 令和7年1月上旬～2月28日 ※スーパーマーケットでは使えません

落選された方のうち 370名にＷチャンス!!

【応募方法】

キャンペーン参加店で水産品(鮮魚、加工品、料理・総菜など)を購入してプレゼント応募券を受け取り、

QRコードをスマホで読みこんでインターネットから応募する、または必要事項を記入して、買い物をした

お店に渡すか、切手を貼って郵送し応募してください。応募の締め切りは、11月30日(土)(消印有効)です。

※漁獲状況などにより、賞品を変更することがあります

【抽選時期、当選発表】

応募締切日の翌月の中旬まで抽選し、月末まで当選者に賞品を発送します(賞品の発送をもって当選発表)。

実施期間：令和6年10月1日(火)～同年11月30日(土)

鶴岡ユネスコ食文化創造都市認定10周年記念事業

【お知らせ】

毎月 3日～7日 は「さかなの日」
庄内のおいしい魚をたくさん食べよう！
市内鮮魚店,スーパー,当協議会で水産庁の「さかなの日」賛同メンバーに加入しています

さん から なな

※茹でガニ 約1.5kgの冷凍品です。個体により
爪折れ、傷有のものが含まれます。

※サワラの切り身 約400gの冷凍品です。

10月1日(火)～10月31日(木)応募分 11月1日(金)～11月30日(土)応募分
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